
給与支払事務所等の開設届出書作成例 

（謝金等（個人所得税）の源泉税納税事務所届出等に関する取り扱い） 

 翌事業年度以降の源泉税納税取扱いについて、関東圏の支部にて最寄りの税務当局にて

確認した事例を基に提出する書類例と要旨についてご参考までにご案内させていただきます。 

１．申請時期 平成 30 年 3 月下旬頃 所轄税務署にご相談方々手続き願います。 

２．実務開始 平成 30 年 4 月 1 日以降 該当事項が発生した場合 

３．手  順 下記の①～③に従い 「源泉税納税手続き補足資料」の書類様式により作成提出します。 

① 源泉税取り扱い事務所の届け出を行う。

書類様式 別紙添付資料 A 「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届書」

を最寄りの税務署へ相談方 平成３０年３月下旬頃作成提出願います。

＜留意事項が２点＞

※ 一社の従たる事務所扱い（代表理事常駐事務所⇒法人登記支部事務所）ではなく

各個人コンサルタント事務所等に間借りしている単なる連絡事務所であることを

認識していただき源泉税納付事務所扱い（税務署にて任意の法人番号を決定通知

してくれます）としていただく必要があります。

（所属地区の法人住民税等の納付判定に影響してきます）

※ 取り扱い件数並びに少額である場合は、次の申告を行い納付特例扱い（社労士等の士業扱

い）源泉税納付手続きを年２回（６月・１２月）の適用事務所扱に認めていただくこともできます。

若干ですが、毎月の事務手続きの簡素化になります。

説明としては「労働安全衛生法 第 81 条の１及び 2 にて規定している労働安全コンサルト並

びに労働衛生コンサルタントの業務が納付特例扱い（社労士等の士業扱い）に該当させてい

ただくよう規定箇所をコピ－などして示すのも効果的かと存じます。

（他の支部での取扱 OK でも、個々の税務署での解釈になりますので、必ずしも全国一律とな

らない場合もありますので、心象宜しくご説明願います）

② 謝金等支払い時に本人手渡し明細書に源泉所得税を控除して支払いを行い、通常は翌月１０ま

でに、特例扱いの場合は６月並びに１２月にその期間中に控除した源泉所得税額をまとめて納付

します。具体的には書類様式 別途資料 B 「領収済通知書」にてまとめた金額を記載して最寄り

の金融機関にて納付することになります。

③ 翌年１月中に次の書類をそれぞれ作成し送付することになります。

納税管轄税務署

⇒ 書類様式 別途資料 C 「平成 年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」

書類様式 別途資料 D 「平成 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」

源泉徴収各個人宛 

⇒ 書類様式 別途資料 D 「平成 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」

以上、源泉所得税の個人徴収＆納税に関する手続きの概略ですが、所轄の税務署によって 

若干取り扱いが異なる場合もありますので、それぞれ確認を行ってください。 
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※整理番号

給与支払事務所等の開設 B移転 E廃止届出書

(注) 「住所又は本店所在地J襴 については、個人の方については申告所得税の納税地、法人につい
店 法人の場合には日外の本店所在
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所得税法第 230条 の規定により次の
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開設・移転・廃止年月日 給与支払を開始する年月日 令 和 年   月   日

○届出の内容及び理由

(該当する事項のチェック補□に1/印を付してください。)

「給与支払事務所等について」欄の記載事
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資料　A

一社）日本労働安全衛生コンサルタント会
○○　支部

支部長　○○　△△　　㊞　支部長印捺印

○ ○ ○ △ △ △

レ

支部住所を記載

一社）日本労働安全衛生コンサルタント会
○○　支部

支部長　○○　△△　

支部住所を記載

給与等の支払いはなし、会員等へ業務委託等の報酬のみ



給与支払事務所等の開設 H移転 日廃止届出書の記載要領等

1 この届出書は、給与等の支払事務を取り扱う事務所等 (以下「給与支払事務所等」といいます。)を開
設、移転又は廃上した日から1か月以内にその給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長 (移転の場合
には、移転前の事務所等の所在地の所轄税務署長)に提出してください。
2 各欄は、次により記載してください。
(1)「事務所開設者」の各欄には、届出者の住所 (居所)又は木店 (主たる事務所)の所在地 (外国法人
の場合には国外の本店所在地)、 氏名又は名称、個人番号又は法人番号及び法人の場合は代表者の氏

名をそれぞれ記載してください。

(2) 「給与支払を開始する年月日」欄は、給与支払事務所等を開設した月中に給与の支払が開始されな
い場合に、給与の支払を開始した日 (又は開始予定日)を記載してください。
(3) 「届出の内容及び理由」欄は、該当する事項のチェック欄□にγ印を付してください。
給与支払事務所等の名称の変更など届出事項に異動があった場合は、「その他」欄に異動した届出
事項を記入し、「給与支払事務所等について」欄に異動の内容を記載してください。
(4) 「給与支払事務所等について」の各欄には、届出の内容及び理由に基づき所要の事項を記載してく
ださい。

(注)給与支払事務所等の移転があった場合、移転前の支払に係る源泉所得税の納税地は、この届出書
に記載された移転後の給与支払事務所等の所在地とされます。

そのため、法人の合併又は分割の場合は、被合併法人又は分割法人の源泉所得税の納税地は、合併
法人又は分割承継法人の給与支払事務所等 (本店又は支店等)の所在地に引き継がれることになり
ます。

また、支店等の給与支払事務所等は、事務所開設者が廃業又は清算結了しない限り廃上したこと
にはならないため、支店等を閉鎖した場合のその納税地は、他の給与支払事務所等 (本店又は他の支
店等)の所在地に引き継がれることになります。

【 の給与支払事務所等への引継ぎをする場合の理由別の記載事項】

(5) 「従事員数」欄には給与等を支払 う職種別の人員数を記載 してください。
(6) 「その他参考事項」欄は、法人成 りにより個人の事業を廃上した場合のその廃止した事業に係る事
業主、納税地、整理番号、外国法人である場合の国内における主たる事務所、外国法人の国外の本店
が清算結了した場合のその旨及び清算結了年月日など、参考となる事項を記載 してください。
(7) 「税理士署名」欄は、この届出書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名
してください。

(8) 「※」欄は、記載しないでください。
留意事項

O 法人課税信託の名称の併記
法人税法第 2条第 29号の 2に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、この届
出書を提出する場合には、申請書等の「氏名又は名称」の欄には、受託者の氏名又は法人の名称のほか、
その法人課税信託の名称を併せて記載してください。

引継理由 引継ぎをする前の給与支払事務所等 引継先の給与支払事務所等

法人の合併
被合併法人 (被合併法人の本店及

び支店等)
合併法人の本店又は支店等

法人の分割
分割法人 (分割法人の本店及び支

店等)
分割承継法人の本店又は支店等

支店等の閉鎖 閉鎖される支店等

閉鎖 される支店等の給与支払事

務を引き継 ぐ本店又は他の支店

等

3
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領収済通知書 記入の方法

① ※の構 (報税理士等の報酬)のみ冨己入すればよい。
イ.※偶の支‡ム年月日の相には例えば来年からとすれば、30,04,01～ 06,30
と龍載する。来年の1熟いこう担えば、31,01,01～ o6.30  31,07.
01～ 12,31と 記入する。勲綱に記入する。
■.この報酬をいただく業務を行ったコンサルタントは何名であつたかを記載する。
この場台.10名以下がよろしいようです。仮に 10名 とするぃ
ハ.支船犠は報酬等支払明細書の税引支払額のこの期間内の10人分の合計を記入する。
報酬等支払明細書は埼玉支部の場合は、隷式を決定したので、支払いの都度発行する。
ユ.税額のところにも、支綸銀は報習‖等支払明細書の源泉徴収税額のこの期間内の 10人
分の合計を記入する。

ホ。本税樹のお、合計額の欄にも、源泉欲収税額の合計を寵載する。
へ,納翔等の区分のは、この翔の区分を記載する。
今翔としては、自 30, 04 至 30.06 のように記戦する。

② ※2豊理番号構と、※3徴収義務者相には、大宮税務署が記入して送付してぐる。

・ 上サ,11
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平成30年分 給与所得のう原泉徴収票の法定調書合計表  ヨ巳入方法

① 提出日付、 (大宮)税務署長 殿 と記入
② 提出者 襴の記入法人番号は記入しなくてよし比年末ころまでには、税務署が決めてく
れる。

③ 整理番号 ここには、税務署で記入したものが送付される。
④ 観警提出の区分「1」 と記載する。
③ 提出媒体は3報酬の樹に「30」 と記入する。欝面で提出するという意味である。
③ 作成者名 支部長名を氏名だけ記入する。
⑦ 3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払商義`合計表 (309)の襴の
弁護と、税理士等の報酬又は料金 (2号該当)の欄のみ記入する。

③ 何人に支払つたか、その合計人数を記載する。例えば 10、 9、 8と いう人数である。
③ 支払金額 構には、人数分の支払金額 (個人の1年分の税引き後の手取り合計)の 1年
分の合計を記入する。

⑩ 源泉徴収税組 槻には、人数分の源泉徴収税額 (個人の 1年分の源泉徹収税親の合計)
の 1年分の合計を記入する。

④ この『平成 80年分 給与所得の源泉欲収票の法定閥書合計表」は来年二月に「平成 30
年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書ュと対にして、1月 末までに税務署へ提
出する。
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平成30年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 記入方法

① 平成30年 1月 ～12月 の報酬を記入して、ョンサルタント個人に送付する。
② 支払いを受ける者の値人番号とは、マイナンパーである。
③ 区分には「報酬Jと記戦し、細目には「安全衛生指導」「研修講師J「静習会講師」など
と記入する。

支払金額は、個人の 1年分の税引き後の手取り合,十となる。
源泉敬収税額についても、個人の二年分の源泉徹収税額の合計となる。
支払者は支部長となり、法人番号は、今年末ころには税務署で決めてくれます。
この「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は碁年 1月 に

「法定調書合計表」と対
にして、1月末までに税務署へ提出する。
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